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１．手続受付の開始・周知①

2

当協会では、苦情相談体制強化の取組みとして、2023年７月２８日より、
新たに「TCA相談窓口調整手続」の受付を開始致しました。

本手続は、TCA会員事業者とご契約者との間で解決に至らなかった個別
のトラブルについて、両者の間に入って調整・提案を行うもので、弁護士の補
佐を得てトラブルの解決を目指します。

また、本手続は、個別のトラブルの対応を通じて、当協会及びTCA会員事
業者の改善の取組みに繋げ、事例を一般公開していくことで、広く電気通信
サービスのご利用者等に寄与することを目的としています。そのため、TCA
会員事業者の電気通信サービスに関する事案である等、手続の対象事案に
は受付基準を設けているほか、対応事例は匿名化して公表する場合がありま
す。
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１．手続受付開始・周知②
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当協会HPのトピックス及びTCA相談窓口のメインページに手続の概要等を掲載
https://www.tca.or.jp/topics/2023/0728_1729.html
https://www.tca.or.jp/consult/

他機関とも連携し、周知を実施
 総務省の報道資料による周知（7月）
 各総合通信局の消費者支援連絡会での周知（8～9月）
 国民生活センター経由で各消費生活相談関係機関へ周知（7月）
 国民生活センターの相談員向け研修で紹介(12月）
 全国消費生活相談員協会の機関紙のコラムで紹介（9月）

https://www.tca.or.jp/topics/2023/0728_1729.html
https://www.tca.or.jp/consult/
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消費者トラブルの効果的な解決に向けた取組み
(参考)第47回消費者保護ルールの在り方に関する検討会(2023年4月21日)当協会説明資料

TCA
（TCA相談窓口）

(例)利用者対応の一助とすべく、典型事案を匿名化し公開

③ 事例の一般公開

(例) 消費者及び事業者の主張の要点を確かめ、
双方に対して解決に向けた調整・提案を行う
（TCA相談窓口の機能拡充等）

① 個別事案の対応

③ 事例の一般公開

通信関連の苦情相談を対応する際に、専門性が高く対応が難しいという課題を受け、
TCAが事案に積極的に関与するなど体制を強化し、トラブルの効果的な解決を図る

(例) 協会として改善すべき事項の検討・改善に向けた取組

苦情申告

① 個別事案
の対応

② 改善への取組み

会員事業者

会員事業者

会員事業者

会員事業者

会員事業者

② 改善への
取組み
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２．手続の概要①
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２．手続の概要②
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２．手続の概要③
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２．手続の概要④
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２．手続の概要⑤
遵守事項
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３．手続の流れ①
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３．手続の流れ②
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３．手続の流れ③
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３．手続の流れ④
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３．手続の流れ⑤
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３．手続の流れ⑥
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４．よくあるご質問

1 申請方法を知りたい
手続の流れにありますように、まずはTCA相談窓口へお電話ください。手続には受付基準があ
りますので、お電話の前に受付基準もご確認ください。

2

TCA会員事業者が提供する通信

サービス以外のサービス（電気や

カード等）も対象か

基本は電気通信サービスを対象としていますので、対象外となります。但し、電気通信サービス

と切り離せないようなトラブルの場合は対象となる場合もあります。

3
携帯電話ショップで購入した端末

は対象か

基本は電気通信サービスを対象としていますので、対象外となります。但し、電気通信サービス

と切り離せないようなトラブルの場合は対象となる場合もあります。

４

受付基準の「TCA会員事業者によ

る社としての対応が完了している」

とはどういう意味か

TCA会員事業者がご申告者のご主張に対して直接対応し、その事業者としては結論を出してい

るということを意味しています。

５
手続にはどのくらいの期間がかか

るのか

手続の開始から終了まで、5か月以内を目指していますが、内容や状況によっては、さらに時間

を要することがあります。

６ 手続には費用はかかるのか
手続費用は頂いておりませんが、手続に伴い発生する通信費や交通費については、ご本人にご

負担いただきます。

７
消費生活センター等からの連絡で

手続ができないか

消費生活センター等にご相談されている場合でも、手続の流れにありますように、ご申告者から

TCA相談窓口へお電話いただく必要があります。

８
面談はオンラインでなく直接弁護

士と話せないのか

原則、オンラインとしています。オンラインでは困難な場合には、直接の面談とすることも可能で

すが、実施場所は東京の指定場所となり、交通費はご本人にご負担いただきます。

上記以外のご質問については、TCA相談窓口までお問合せください。

TCA相談窓口
電話受付 ０３－４５５５－４１２４
受付時間 月～金曜日 ９：３０～１７：００

（祝日・年末年始はお休みさせていただきます）
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５．今後に向けて
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「TCA相談窓口調整手続」は受付開始から約半年
ということで、事例もあまり発生していませんが、
個別のトラブルの対応を積み重ね、今後の改善への
取組み・事例の一般公開へとつないで行くよう、
取組んで参ります。
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